
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 名月会                   長野県千曲
ち く ま
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田 毎 の 月 棚 田 の 農 地 維 持 ・ 景 観 保 全 の 取 組 

活動の経緯 
 

○平成11年に「姨捨（田毎の月）」として国の名勝指定、22年には重要文化
的景観に選定された「姨捨の棚田」は、かつて荒廃が進んでいたが、県の事
業で約2.6haの棚田が整備されたことをきっかけに、平成８年から棚田貸し
ます制度を実施。 
○12年からは、直接支払制度への取組と同時に区画を増やしてオーナー会員
の拡大を図り、農地の維持や景観保全の取組を開始。 

活動の概要 
 

棚田オーナー制度（体験コース・保全コース）実施。棚田の維持管理のほか
食農教育にも貢献。 

活動の成果、主な実績等 
 

○棚田貸します制度（オーナー制度） 
特定農地貸付法により市が地権者から農地を借受け、名月会に作業委託。２

種類のコースを設定。 
「体験コース」は、田植え、草刈り（年４回）、稲刈り、脱穀の年８回程度の

各行事に参加。 
「保全コース」は、作業への参加者は自由。 
○棚田の管理、作業の指導や交流会の開催などのほか、地域内外の小学校や中
学校などのオーナー制度の受入れも行い、食農教育に大きく貢献。 

棚田の夜景 小学生への田植え指導 


